


　
２
０
０
７
年
は
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て

ど
ん
な
一
年
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

　
昨
年
も
遠
賀
町
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
２
０
０
７
年
の
様
子
を
ち
ょ
っ

と
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
住
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
希
望
と
期
待
に
満
ち
た
新
年
を
お
迎
え

の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
ご
ろ
か
ら
遠
賀
町
行
政
施
策
の

推
進
に
、
ご
協
力
と
ご
理
解
を
い
た
だ
き
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
現
在
、
遠
賀
町
で
は
、
第
４
次
遠
賀
町
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
に
基
づ
い

た
施
策
を
展
開
し
、
ま
ち
の
将
来
像
で
あ
る
「
豊
か
な
故
郷
」
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
国
の「
三
位
一
体
改
革
」の
影
響
で
、
本
町
の
財
政
は
大
変
厳
し

く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
限
ら
れ
た
財
源
で
最
大
の
効
果
を
出
せ
る
よ
う
、

快
適
な
生
活
を
創
出
す
る
下
水
道
事
業
の
推
進
や
、
Ｊ
Ｒ
遠
賀
川
駅
南
地
区
の

広
大
な
土
地
利
用
計
画
を
精
力
的
に
進
め
、
生
活
環
境
と
交
通
利
便
性
の
良
い

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
い
ま
ち
と
し
て
、
将
来
の
財
源
確
保
を
目
指
し
な
が
ら
整

備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
、
他
自
治
体
に
先
駆
け
た
乳
幼
児
医

療
制
度
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
整
備
な
ど
、
だ
れ
も
が
住
み
や
す
い
安
全
で
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
住
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
包
装
」の
分
別
や

春
ま
つ
り

夏
ま
つ
り
盆
踊
り
大
会

お
ん
が
レ
ガ
ッ
タ

観
月
コ
ン
サ
ー
ト「
雅
」



生
ご
み
の
水
切
り
な
ど
に
よ
る
ご
み
減
量
化
の
推
進
、
さ
ら
に
「
町
並
み
ク
リ
ー

ン
作
戦
」「
地
域
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
」
な
ど
の
環
境
美
化
活
動
や
地
域
防
犯
活
動

で
、
本
町
の
ま
ち
づ
く
り
を
応
援
し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
衷
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
の
事
業
と
し
ま
し
て
、
Ｊ
Ｒ
遠
賀
川
駅
南
地
区
の
整
備
や
防
災
行
政
無

線
の
整
備
な
ど
、
重
点
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
本
町
は
、
こ

れ
か
ら
も
水
と
緑
に
つ
つ
ま
れ
た
安
心
し
て
快
適
に
人
が
暮
ら
す
ま
ち
と
し
て
、

住
民
の
皆
様
と
協
働
で
ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
本
年
が
皆
様
に
と
っ
て
実
り
あ
る
年
と
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お

祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

健
康
福
祉
ま
つ
り

ス
ポ
レ
ク
お
ん
が

三
輪
車
四
時
間
耐
久
レ
ー
ス

遠
賀
町
文
化
祭



　
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　
現
在
、
75
歳
以
上
（
一
定
の
障
害
の

あ
る
人
は
65
歳
以
上
）
の
人
は
「
老
人

保
健
制
度
」
で
医
療
を
受
け
て
い
ま
す
が
、

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
福
岡
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
運
営
主

体
に
な
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
こ
の
た
め
、
国
民
健
康
保
険
や
被
用

者
保
険
の
資
格
は
な
く
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、広
報
お
ん
が「
８
月
10
日
号
」

　
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
は
、

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が

定
め
る
「
保
険
料
率
」
で
算
定
さ
れ
る

保
険
料
を
納
付
し
て
も
ら
い
ま
す
。

　
保
険
料
率
と
は
、「
被
保
険
者
均
等
割

額
」
と
「
所
得
割
率
」
の
こ
と
で
、
県

内
に
住
む
被
保
険
者
の
医
療
費
の
状
況

な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

　
今
回
、
こ
の
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

保

険

料

　
保
険
料
は
、
医
療
給
付
費
（
総
医
療
費

か
ら
自
己
負
担
分
を
除
い
た
費
用
）
の
約

１
割
を
被
保
険
者
全
員
で
負
担
し
ま
す
。

※
被
保
険
者
、
一
人
ひ
と
り
が
納
付
し

　
ま
す
。

●
保
険
料
の
額
（
年
額
）

　
被
保
険
者
均
等
割
額
と
所
得
割
額
の

合
計
金
額
に
な
り
ま
す
。

※
保
険
料
の
最
高
限
度
額
は
、
50
万
円

　
（
年
額
）
で
す
。

　
▽
被
保
険
者
均
等
割
額

　
　
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く
負
担
す

　
　
る
額
（
５
０，
９
３
５
円
）

　
▽
所
得
割
額

　
　
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
被
保
険

　
　
者
が
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
額

※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。

　

保
険
料
の
決
定

　
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
は
制

度
開
始
後
に
決
定
し
ま
す
の
で
、
保
険
料

に
関
す
る
通
知
は
、
平
成
20
年
４
月
以
降

に
な
り
ま
す
。

 

納

付

方

法

【
特
別
徴
収
】

　
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

　
▽
対
象

　
　
年
金
額
が
18
万
円
以
上
で
、
か
つ
、 

　
　
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
保
険
料
額

　
　
が
年
金
額
の
２
分
の
１
以
下
の
場
合

【
普
通
徴
収
】

　
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
ま
す
　

　
▽
対
象

　
　
特
別
徴
収
以
外
の
場
合

※
現
在
、
被
用
者
保
険
に
加
入
し
て
い
る

　
人
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
軽
減
に
か
か

　
る
特
例
措
置
の
関
係
で
、
普
通
徴
収
と

　
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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●問い合わせ
　▽福岡県後期高齢者医療広域連合　☎０９２（６５１）３１１１
　▽国保年金係

軽減割合

７割軽減

５割軽減

２割軽減

※軽減の判定に係る総所得金額等は、「公的年金収入－公的年金等控除－15万円」になるなど、

　保険料計算の総所得金額等とは異なる場合があります。

〔33万円（基礎控除額）＋24.5万円×被保険者数（被保険者
である世帯主を除く）〕　以下の世帯

33万円（基礎控除額）以下の世帯

〔33万円（基礎控除額）＋35万円×被保険者数〕　以下の
世帯

 
軽

減

措

置

■
所
得
の
少
な
い
世
帯
に
属
す
る
人

　
世
帯
の
総
所
得
金
額
等
に
応
じ
て
、
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

住民票上の同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等
の合算額

（例）平成20年４月に被保険者になる場合
　■平成20年４月～９月（特例措置期間）
　　保険料負担なし

　■平成20年10月～21年３月（特例措置期間）
　　▽均等割額　９割軽減　▽所得割額　なし

　■平成21年４月～22年３月（緩和措置期間）
　　▽均等割額　５割軽減　▽所得割額　なし

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
に
お
い
て
、
被
用
者
保
険
の

被
扶
養
者
だ
っ
た
人

（
注
）
被
用
者
保
険
と
は

　
政
府
管
掌
お
よ
び
組
合
管
掌
保
険
、

船
員
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
が
該
当
し

ま
す
。（
国
民
健
康
保
険
は
、
該
当
し

ま
せ
ん
）

◇
軽
減
措
置
に
つ
い
て

　
こ
れ
ま
で
保
険
料
の
負
担
が
な
か
っ

た
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人

は
、
今
回
新
た
に
保
険
料
負
担
が
生
じ

る
た
め
、
次
の
緩
和
措
置
と
特
例
措
置

が
と
ら
れ
ま
す
。

【
緩
和
措
置
】

　
▽
被
保
険
者
に
な
る
月
か
ら
２
年
間

　
　
均
等
割
額
が
５
割
軽
減

【
特
例
措
置
】

　
▽
平
成
20
年
４
月
〜
９
月

　
　
保
険
料
の
負
担
な
し

　
▽
平
成
20
年
10
月
〜
平
成
21
年
３
月

　
　
均
等
割
額
の
９
割
が
軽
減

※
い
ず
れ
も
、
所
得
割
額
は
か
か
り
ま

　
せ
ん
。



　
道
路
な
ど
の
公
共
用
地
に
あ
る
公
共

桝
ま
で
は
役
場
が
工
事
を
し
ま
す
が
、

ト
イ
レ
の
改
造
を
は
じ
め
と
す
る
宅
地

内
の
排
水
設
備
工
事
（
水
洗
化
の
た
め

の
工
事
）
は
、
皆
さ
ん
で
実
施
し
て
も

ら
い
ま
す
。

※
宅
地
内
の
排
水
設
備
工
事
は
、
供
用

　
（
使
用
）
開
始
か
ら
３
年
以
内
に
お

　
願
い
し
ま
す
。

①
現
在
、
ト
イ
レ
が
汲
み
取
り

　
式
の
場
合

　
改
造
工
事
の
費
用
は
、
家
や
敷
地
の

大
き
さ
、
形
、
水
ま
わ
り
（
風
呂
、
台

所
、
ト
イ
レ
な
ど
）
の
配
置
や
便
器
の

種
類
で
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
一
般
的
な

設
備
を
使
っ
た
場
合
の
試
算
（
敷
地
約

２
０
０
㎡
、
平
屋
住
宅
）
で
は
、
約
65

万
円
〜
75
万
円
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

内
訳

　
▽
ト
イ
レ
の
改
造
費

　
　
約
30
万
円

　
▽
排
水
管
な
ど
の
敷
設
費

　
　
約
25
万
円
〜
30
万
円

　
▽
そ
の
他
の
費
用

　
　
約
10
万
円
〜
15
万
円

※
特
に
便
器
は
種
類
が
多
い
の
で
、
商

　
品
に
よ
っ
て
改
造
の
た
め
の
金
額
が

　
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

②
現
在
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を

　
設
置
し
て
い
る
場
合

　
既
存
の
合
併
処
理
浄
化
槽
か
ら
公
共

下
水
道
へ
の
つ
な
ぎ
替
え
は
、約
17
万

円
〜
25
万
円
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

◇
排
水
設
備
の
工
事

　
排
水
設
備
の
工
事
が
不
完
全
だ
と
、

｢

下
水
が
流
れ
に
く
い｣

「
管
が
つ
ま
る
」

「
に
お
い
が
家
の
中
に
入
る
」と
い
っ
た

問
題
が
、
直
接
皆
さ
ん
に
ふ
り
か
か
っ

て
来
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
公
共
下
水

道
も
本
来
の
機
能
を
果
た
せ
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
町
が
指
定
し
た
「
指
定
工

事
店
」
で
工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※「
指
定
工
事
店
」は
、現
在
１
２
３
社

　
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。役
場
環
境
課

　
窓
口
、ま
た
は
遠
賀
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　（h
ttp

://w
w

w
.to

w
n

.o
n

ga.lg.jp

）

　
の
「
く
ら
し
の
ア
ラ
カ
ル
ト
」
で
確

　
認
で
き
ま
す
。

　
公
共
下
水
道
施
設
設
置
に
か
か
る
莫

大
な
費
用
は
、国
や
県
の
補
助
金
を
は

じ
め
、皆
さ
ん
が
納
め
た
税
金
な
ど
で

賄
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
お
金
を
一
部
の
地
域
に
集
中
的

に
投
入
す
る
こ
と
は
、公
共
下
水
道
が

ま
だ
使
え
な
い
地
区
の
人
か
ら
見
れ
ば

負
担
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
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そ
こ
で
、
公
共
下
水
道
を
利
用
で
き

る
区
域
の
皆
さ
ん
に
、
建
設
費
の
一
部

を
負
担
し
て
も
ら
う
制
度
が
、
受
益
者

負
担
金
制
度
で
す
。

　
受
益
者
負
担
金
の
金
額
は
、
受
益
地

１
㎡
に
つ
き
５
０
０
円
で
す
。

■
負
担
金
の
納
付
方
法

　
全
期
一
括
納
付
・
年
度
一
括
納
付
・

分
割
納
付
の
３
種
類
の
納
付
方
法
が
あ

り
、
報
奨
金
や
納
期
が
異
な
り
ま
す
。

　
受
益
者
負
担
金
を
完
納
し
た
土
地

は
、
親
か
ら
子
へ
と
名
義
が
変
わ
っ
て

も
権
利
は
継
続
さ
れ
、
税
金
と
違
い
１

筆
の
土
地
に
か
か
る
の
は
１
度
だ
け
で

す
。
　

　
一
方
、
農
地
な
ど
の
場
合
は
、
申
請

に
よ
っ
て
負
担
金
の
徴
収
を
猶
予
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
各
地
区
の

公
民
館
や
墓
地
な
ど
の
土
地
は
、
申
請

に
よ
っ
て
受
益
者
負
担
金
を
減
免
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

①
全
期
一
括
納
付
（
１
回
払
い
）

　
負
担
金
額
（
20
期
分
）
を
最
初
の
年

度
の
第
１
期
の
納
期
に
一
括
し
て
支
払

う
方
法
で
す
。
こ
の
場
合
、
負
担
金
額

の
20
％
が
報
奨
金
と
し
て
差
し
引
か
れ

ま
す
。

②
年
度
一
括
納
付
（
５
回
払
い
）

　
各
年
度
の
第
１
期
の
納
期
に
１
年
分

を
一
括
し
て
支
払
う
方
法
で
す
。
こ
の

場
合
、
負
担
金
額
の
10
％
が
報
奨
金
と

し
て
差
し
引
か
れ
ま
す
。

③
分
割
納
付
（
　
回
払
い
）

　
負
担
金
を
５
年
間
に
分
け
て
、
さ
ら

に
１
年
に
つ
き
４
回
の
納
期
に
分
割
し

て
支
払
う
方
法
で
す
。

　
受
益
者
負
担
金
は
、
公
共
下
水
道
が

供
用
（
使
用
）
開
始
に
な
っ
た
年
度
の

翌
年
度
に
賦
課
さ
れ
ま
す
。

【
手
続
き
ま
で
の
流
れ
】

　
①
賦
課
対
象
区
域
内
の
土
地
所
有
者

　
　
に
申
告
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
（
５

　
　
月
の
初
め
）

　
②
内
容
を
確
認
後
、
５
月
末
ま
で
に

　
　
申
告
書
を
提
出
し
ま
す
。

※
申
告
書
を
も
と
に
受
益
者
負
担
金
を

　
賦
課
し
ま
す
。

　
③
納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
（
７

　
　
月
初
め
）

※
第
１
期
の
納
期
は
、
７
月
末
で
す
。

　
家
庭
の
水
洗
化
工
事
が
終
っ
て
、
公

共
下
水
道
に
接
続
が
済
み
、
下
水
道
が

使
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
汚
水
量
に
応

じ
て
毎
月
下
水
道
使
用
料
を
支
払
っ
て

も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
浄
化
セ
ン
タ
ー
や
ポ
ン
プ
場
な
ど
の

下
水
道
施
設
は
、
24
時
間
稼
動
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
設
が
い
つ
ま
で
も

本
来
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
は
、
十

分
な
維
持
管
理
が
必
要
で
す
。
下
水
道

使
用
料
は
、
こ
れ
ら
の
費
用
に
充
て
ら

れ
ま
す
。

※
請
求
は
、
上
水
道
と
下
水
道
の
使
用

　
料
を
合
算
し
て
請
求
し
ま
す
。

■
汚
水
量
に
つ
い
て

　
下
水
道
使
用
料
を
算
出
す
る
と
き
の

基
礎
に
な
る
「
汚
水
量
」
は
、
水
道
水

の
使
用
水
量
を
、
そ
の
ま
ま
汚
水
量
と

し
て
算
出
し
ま
す
。

■
井
戸
水
使
用
家
庭
に
つ
い
て

　
井
戸
水
使
用
家
庭
の
汚
水
量
は
、
１

人
に
つ
き
月
６
・
25
㎥
と
し
ま
す
。

　
ま
た
、
水
道
水
と
井
戸
水
の
併
用
家

庭
の
場
合
は
、
水
道
水
の
使
用
水
量
に
、

１
人
に
つ
き
月
２
㎥
を
加
え
た
も
の
が
、

汚
水
量
に
な
り
ま
す
。

■
下
水
道
使
用
料
の
算
定
方
法

　
下
水
道
使
用
料
は
、
均
等
割
額
と

汚
水
量
ご
と
の
料
金
の
合
計
に
な
り
ま

す
。

　
た
だ
し
、
汚
水
の
量
が
明
ら
か
に
な

る
ま
で
の
期
間
は
、
均
等
割
額
も
含
め

１，
２
０
０
円
／
月
（
消
費
税
別
）
と

し
ま
す
。

　
▽
均
等
割
額
（
消
費
税
別
）

　
　
５
０
０
円
／
月

　
▽
汚
水
量
ご
と
の
料
金
（
消
費
税
別
）

　
　
１
１
６
円
／
㎥

　
整
備
状
況
に
合
わ
せ
て
、
順
次
お
知

ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

　
下
水
道
工
事
を
行
っ
て
い
る
間
は
、

関
係
地
区
の
皆
さ
ん
に
ご
不
便
を
お
か

け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
下
水
道

事
業
は
今
の
自
分
た
ち
の
た
め
だ
け
で

な
く
、
き
れ
い
な
川
を
取
り
戻
し
、
美

し
い
自
然
と
快
適
な
生
活
環
境
を
子
供

や
孫
た
ち
に
伝
え
る
た
め
、
更
に
進
め

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
事

業
で
す
。

　
皆
さ
ん
の
下
水
道
事
業
へ
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
環
境
課

　
▽
下
水
道
工
事
に
つ
い
て

　
　
下
水
道
工
務
係

　
▽
負
担
金
・
使
用
料
に
つ
い
て

　
　
下
水
道
管
理
係

※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。

遠賀町のマンホールの蓋

20

汚水量

10㎥

15㎥

20㎥

25㎥

30㎥

35㎥

1,743円

2,352円

2,961円

3,570円

4,179円

4,788円

１か月の
下水道使用料

（消費税込み）

受益者負担金の試算（受益地面積200㎡の場合）
　負担金額：200㎡×500円／㎡＝100,000円

負担金額 報奨金額
報奨金差引
納付金額

全期一括納付

年度一括納付

分 割 納 付

100,000円

100,000円

100,000円

80,000円

90,000円

100,000円

18,000円

20,000円 5,000円

20,000円

10,000円

年間負担金額
（１期～４期分）

１期あたりの
負担金額

※現在、団地浄化槽地区で、町が団地浄化槽を引き取る際に分担金を支払っている土地には、公共下水道
　事業受益者負担金はかかりません。

－

－

－

－



　
病
気
や
け
が
な
ど
で
多
額
の
医
療
費

を
支
払
っ
た
場
合
は
医
療
費
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
美
容
整
形
や
健
康
診
断
の

費
用
、
疾
病
予
防
や
健
康
増
進
の
た
め

の
医
薬
品
や
健
康
食
品
の
購
入
費
用
な

ど
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

◆
必
要
な
も
の

　
①
平
成
19
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　
②
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
（
平

　
　
成
19
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

　
　
ま
で
の
領
収
日
付
の
あ
る
も
の
）

※
寝
た
き
り
の
た
め
の
お
む
つ
代
は
、

　
要
介
護
認
定
に
伴
い
役
場
が
発
行
し

　
た
証
明
書
ま
た
は
、
医
師
の
「
お
む

　
つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

　
③
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
場
合
、

　
　
金
額
が
わ
か
る
書
類
な
ど
（
生
命

　
　
保
険
な
ど
で
、
補
て
ん
さ
れ
た
も

　
　
の
も
含
む
）

　
④
印
鑑
（
認
印
）

　
⑤
振
込
先
の
金
融
機
関
・
口
座
番
号

　
（
申
告
者
本
人
名
義
の
も
の
）

※
医
療
費
の
内
訳
と
、
領
収
書
の
合
計

　
金
額
を
内
訳
書
に
必
ず
記
入
し
て
お

　
い
て
く
だ
さ
い
。
（
内
訳
書
は
役
場

　
税
務
課
に
あ
り
ま
す
）

　
風
水
害
・
火
災
・
震
災
・
落
雷
な
ど

の
自
然
災
害
、
盗
難
ま
た
は
横
領
な
ど

で
損
失
を
受
け
た
場
合
は
雑
損
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
必
要
な
も
の

　
①
平
成
19
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　
②
損
害
を
受
け
た
原
因
が
わ
か
る
書

　
　
類（
り
災
届
、盗
難
届
の
写
し
な
ど
）

　
③
損
失
額
の
明
細
書
と
領
収
書

　
④
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額

　
　
が
わ
か
る
書
類

　
⑤
印
鑑
（
認
印
）

　
⑥
振
込
先
の
金
融
機
関
・
口
座
番
号

　
　（
申
告
者
本
人
名
義
の
も
の
）

◆
要
件

　
①
生
活
に
通
常
必
要
な
資
産
（
住
宅
・

　
　
家
財
な
ど
）
の
損
失
で
あ
る
こ
と

　
②
損
失
の
金
額
が
所
得
金
額
の
合
計

　
　
金
額
の
10
％
以
上
（
災
害
関
連
支

　
　
出
は
５
万
円
以
上
）
で
あ
る
こ
と

　
平
成
19
年
中
に
中
途
退
職
し
、
年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
場
合
、
確
定
申

告
を
し
て
所
得
税
の
精
算
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
精
算
を
す
れ
ば
、
給
与

か
ら
引
か
れ
て
い
た
源
泉
徴
収
税
額
が

戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
必
要
な
も
の

　
①
平
成
19
年
分
の
源
泉
徴
収
票

　
②
社
会
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
・

　
　
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険
料
な
ど

　
　
の
控
除
証
明
書

　
③
印
鑑
（
認
印
）

　
④
振
込
先
の
金
融
機
関
・
口
座
番
号

　
　
（
申
告
者
本
人
名
義
の
も
の
）

※
２
月
18
日
（
月
）
か
ら
始
ま
る
確
定

　
申
告
の
日
程
な
ど
は
、
広
報
お
ん
が

　「
１
月
25
日
号
」で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
２
月
18
日
（
月
）
か
ら
始
ま
る
確
定

申
告
の
時
期
は
混
雑
し
ま
す
。
還
付
申

告
は
で
き
る
だ
け
こ
の
期
間
中
に
済
ま

せ
て
く
だ
さ
い
。

●
と
き

　
１
月
24
日
（
木
）
〜
31
日
（
木
）

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

※
１
月
26
日（
土
）、27
日（
日
）は
休
み

　
で
す
。

※
１
月
30
日（
水
）は
休
館
日
で
す
が
、

　
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

●
対
象
者

　
給
与
や
年
金
の
源
泉
所
得
税
が
還
付

　
に
な
る
人

※
次
の
人
は
上
記
の
会
場
で
は
受
け
付

　
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
▽
事
業
を
営
む
人
　
　
　
　

　
▽
生
命
保
険
な
ど
の
営
業
職
員
　

　
▽
不
動
産
所
得
が
あ
る
人
　
　

　
▽
不
動
産
な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る

　
　
人

　
▽
原
稿
料
な
ど
の
収
入
が
あ
る
人

●
問
い
合
わ
せ

　
若
松
税
務
署

　
☎
０
９
３
（
７
６
１
）
２
５
３
６

■
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

■
災
害
な
ど
を
受
け
た
人

■
中
途
退
職
し
て
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
人

■
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
で
取
得
し
た
人

　
こ
の
よ
う
な
人
は
、
確
定
申
告
を
す
れ
ば
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
戻
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
課
税
係

所
得
税
の

　 
還
付
申
告

※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。



　
平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
住
宅
ロ
ー

ン
な
ど
を
利
用
し
て
、
マ
イ
ホ
ー
ム
を

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
（
そ
の
工
事

費
用
（
補
助
金
な
ど
で
充
て
る
部
分
を

除
く
）
が
30
万
円
を
超
え
る
も
の
に
限

る
）
を
含
む
増
改
築
な
ど
の
工
事
を
行

い
、
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
、
一
定

の
要
件
に
あ
て
は
ま
れ
ば
５
年
間
、
特

定
増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
ま
た
は

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
特
例
と
し

て
選
択
適
応
で
き
ま
す
。

●
対
象

　
①
50
歳
以
上
の
人

　
②
要
介
護
ま
た
は
要
支
援
の
認
定
を

　
　
受
け
て
い
る
人

　
③
障
害
者
の
人

　
④
前
記
の
②
③
に
該
当
す
る
人
、
ま

　
　
た
は
65
歳
以
上
の
親
族
と
常
に
同

　
　
居
を
し
て
い
る
人

●
控
除
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

　
①
（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
借
入
金

　
　
等
特
別
控
除
額
の
計
算
明
細
書

　
②
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の

　
　
年
末
残
高
等
証
明
書

　
③
登
記
事
項
証
明
書

　
④
工
事
請
負
契
約
書

　
⑤
住
民
票
の
写
し

　
⑥
増
改
築
等
工
事
証
明
書

　
⑦
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
写
し

　
　
（
要
介
護
ま
た
は
要
支
援
の
認
定

　
　
を
受
け
て
い
る
人
と
そ
の
人
と
常

　
　
に
同
居
し
て
い
る
親
族
の
み
）

　
⑧
補
助
金
な
ど
の
額
を
証
明
す
る
書
類

●
対
象
に
な
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー

　
改
修
工
事

　
①
廊
下
の
拡
張

　
②
階
段
の
勾
配
の
緩
和

　
③
浴
室
改
良

　
④
便
所
改
良

　
⑤
手
す
り
の
設
置

　
⑥
屋
内
の
段
差
の
解
消

　
⑦
引
き
戸
へ
の
取
替
え
工
事

　
⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
で
取
得
し
た
と
き
は

【新築した場合】
　①住宅取得後６か月以内に入居し、 　
　　引き続き住んでいる
　②住宅の床面積（登記面積）が 　
　　50㎡以上
　③床面積の２分の１以上が自分の居住用
　④控除を受ける年の所得金額が３，０００万円以下
　⑤民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅
　　ローンなどを利用している
　⑥ローンの返済期間が10年以上で、月賦のように
　　分割して返済している

【中古住宅を購入した場合】（①～⑥に加えて）
　⑦取得家屋が建築後20年以内（耐火建築物につい
　　ては25年以内）であるもので、建築後使用され
　　たことがある
※地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術
　的基準、またはこれに準ずるものに適合する一定
　の中古住宅については、建築後の経過年数にかか
　わらず、対象になります。

【増改築した場合】（①～⑥に加えて）
　⑧次のいずれかを満たし、工事費用が１００万円
　　を超えているもの
　　▽増築、改築、大規模の修繕・模様替えの工事
　　▽地震に対する一定の安全基準に適合させるた
　　　めの修繕または模様替えで一定の証明がされ
　　　ている
　　▽一定のバリアフリー改修工事（平成19年４月
　　　１日以後実施）であることにつき一定の証明
　　　がされている
　⑨自分の居住用部分の工事費が総額の２分の１以
　　上

住宅ローンなどの
年末残高

～１，０００万円

～２００万円

1.0％

2.0％

控除率

①増改築など工事費用

②うちバリアフリー
　改修工事費用

※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。
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税
源
移
譲
に
よ
っ
て
住
民
税
の
税
率

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
で
、
所
得
税
の
税

率
が
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
所
得
税
の
税
額
の
一
定
額

（
平
成
18
年
分
は
10
％
、
最
高
１
２
５，

０
０
０
円
）
が
減
税
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。

　
こ
れ
ま
で
の
「
損
害
保
険
料
控
除
」

が
原
則
廃
止
に
な
り
、
新
た
に
「
地
震

保
険
料
控
除
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

控
除
額
の
計
算
方
法

①
地
震
保
険
料
の
支
払
額
が
、
控
除
さ

　
れ
ま
す
。（
控
除
限
度
額
５
０，
０
０

　
０
円
） 

【
年
間
の
地
震
保
険
料
の
合
計
】

　
▽
５
０，
０
０
０
円
以
下
の
場
合

　
　
控
除
額
＝
地
震
保
険
料
額

　
▽
５
０，
０
０
０
円
超
の
場
合

　
　
控
除
額
は
、
５
０，
０
０
０
円

②
平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で
に
締
結
し

　
た
「
長
期
損
害
保
険
契
約
」
に
つ
い

　
て
は
、
従
前
の
「
損
害
保
険
料
控
除
」

　
が
、
適
用
さ
れ
ま
す
。（
控
除
限
度
額

　
１
５，
０
０
０
円
）

【
年
間
の
長
期
損
害
保
険
料
の
合
計
】

　
▽
１
０，
０
０
０
円
以
下
の
場
合

　
　
控
除
額
＝
長
期
損
害
保
険
料
額 

　
▽
１
０，
０
０
０
円
超
２
０，
０
０
０

　
　
円
以
下
の
場
合

　
　
控
除
額
＝
長
期
損
害
保
険
料
額
×

　
　
１
／
２
＋
５，
０
０
０
円 

　
▽
２
０，
０
０
０
円
超
の
場
合

　
　
控
除
額
＝
１
５，
０
０
０
円

※
た
だ
し
、
①
と
②
の
両
方
を
適
用
す

　
る
場
合
、
「
地
震
保
険
料
控
除
額
」

　
と
「
損
害
保
険
料
控
除
額
」
を
合
わ

　
せ
て
、
控
除
額
の
上
限
は
、
５
０，

　
０
０
０
円
に
な
り
ま
す
。

　
▽
平
成
19
年
４
月
１
日
以
後
に
取
得

　
　
す
る
新
規
取
得
資
産
に
つ
い
て
「
償

　
　
却
可
能
限
度
額
」
と
「
残
存
価
格
」

　
　
を
廃
止
し
、
耐
用
年
数
経
過
時
に

　
　
１
円
ま
で
償
却
で
き
る
よ
う
に
な

　
　
り
ま
し
た
。

　
▽
平
成
19
年
３
月
31
日
以
前
に
取
得

　
　
し
た
既
存
資
産
に
つ
い
て
、
償
却

　
　
可
能
限
度
額
ま
で
償
却
し
た
後
、

　
　
５
年
間
で
１
円
ま
で
均
等
償
却
が

　
　
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
▽
税
源
移
譲
の
実
施
に
伴
い
、
控
除

　
　
期
間
を
選
択
（
10
年
ま
た
は
15
年
）

　
　
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
▽
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
促
進

　
　
税
制
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は
、
所
得
税
の
還
付
申
告
欄

　
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
項
目

　（
広
報
７
ペ
ー
ジ
）を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
「
寄
付
金
控
除
」
と
「
政
党
等
寄
付

金
特
別
控
除
」
の
控
除
限
度
額
が
、
総

所
得
金
額
等
の
40
／
100
（
改
正
前
30
／

100
）
相
当
額
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
電
子
証
明
書
を
持
っ
て
い
る
個
人
が
、

平
成
19
年
分
、
ま
た
は
平
成
20
年
分
の

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
申
告
期
限
内

に
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ（
国
税
電
子
申
告
・
納
税

シ
ス
テ
ム
）を
使
用
し
て
行
っ
た
場
合
、

そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
か
ら
５，
０

０
０
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
19
年
分
に
こ
の
控
除
の

適
用
を
受
け
た
場
合
に
は
、
平
成
20
年

分
で
は
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

※
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

　
し
い
内
容
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
課
税
係

課税される所得金額

1,000円超 1,950,000円以下 ５％ 0円

1,950,000円超 3,300,000円以下 10％ 97,500円

3,300,000円超 6,950,000円以下 20％ 427,500円

6,950,000円超 9,000,000円以下 23％ 636,000円

9,000,000円超 18,000,000円以下 33％ 1,536,000円

18,000,000円超 40％ 2,796,000円

税率 控除額

「
寄
付
金
控
除
」と「
政
党

等
寄
付
金
特
別
控
除
」の

控
除
限
度
額
が
改
正
さ

れ
ま
し
た

電
子
証
明
書
等
特
別
控

除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

（
平
成
19
年
ま
た
は
平
成
20
年
の
み

最
高
５，
０
０
０
円
）

※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。



園田ゆかりさん 宇都早邪華さん 清川真太郎君 中島　晃司君

　11月30日、三原高志さん

（鬼津）に遠賀郡消防本部

から感謝状が贈られました。

　三原さんは、11月17日の

午前中、鬼津の前川正膳橋

付近で川に落ちた車から、

運転手を救助しました。

　三原さんにそのときの話

を聞くと「その日は、機械

組合で大豆刈りをしていま

した。橋の方から仲間の車

がクラクションを鳴らして

いるので、橋に近づくと車

が頭から川に落ちているのを発見したんです。私はとっさ

に服を脱ぎ、川に飛び込んでいました。他の仲間に、車が

これ以上沈まないようにロープで引いてもらいながら、私

は車の後部ガラスを割って運転手を救助しました。無我夢

中で救助しましたが、運転手も怪我がなくて良かったです。

今回、私だけが感謝状をもらいましたが、私はただ当たり

前のことをしただけですし、組合の仲間みんなの協力がな

ければ救助できなかったはずです。だから、この感謝状は、

組合みんなのものだと思っています」と語ってくれました。

　尊い命を救ってくれた三原さんたちの行動に感謝します。

　毎年、法務局と人権擁護

委員連合会の共催で行われ

る「全国中学生人権作文コ

ンテスト福岡県大会」で、

藤田仁美さん（遠賀南中学

校３年生）の「大切なこと、

大切なもの」が奨励賞を受

賞しました。

　藤田さんには12月13日、

遠賀町の人権擁護委員から

賞状と記念品が手渡されま

した。少し緊張した面持ち

の藤田さんでしたが、賞状

を手にしたときの顔は嬉しそうでした。

　藤田さんの作文は、インターネットの掲示板でいじめに遭

っている人に励ましの言葉をかけ続けることで、その人が立

ち直ったという内容です。今、インターネットの世界ではお

互いの顔が見えないことを悪用して、他人の誹謗・中傷や差

別的な発言が、後をたたないという大きな問題があります。

藤田さんは、インターネットを使って人を傷つけるのではな

く、人を助けることができるということを訴えています。

　一人ひとりが自分を見つめ、優しい心で人に接していきた

いものですね。藤田さんおめでとうございます。

　
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
が
、

租
税
教
育
の
一
環
と
し
て
、
毎
年
全

国
の
中
学
生
か
ら
募
集
し
て
い
る
「
税

に
つ
い
て
の
作
文
」
で
、
遠
賀
南
中

学
校
と
遠
賀
中
学
校
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

２
人
の
生
徒
が
、
受
賞
し
ま
し
た
。

　
若
松
税
務
署
管
内
で
は
、
17
校
す

べ
て
の
学
校
か
ら
の
応
募
が
あ
り
、

応
募
作
品
総
数
は
１，

５
６
３
編
に

も
及
び
ま
し
た
。

　
受
賞
し
た
皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も

税
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
す
ば
ら

し
い
作
品
を
書
い
て
く
だ
さ
い
ね
。

　
受
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

中
学
生
の「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

受
賞
者（
敬
称
略
）

●
若
松
税
務
署
長
賞

　
「
バ
ト
ン
パ
ス
」

　
中
島
　
晃
司（
遠
賀
南
中
学
校
３
年
）

●
遠
賀
町
長
賞

　
「
エ
ー
ル
リ
レ
ー
」

　
清
川
真
太
郎（
遠
賀
南
中
学
校
３
年
）

●
遠
賀
町
長
賞

　
「
税
の
力
」

　
園
田
ゆ
か
り
（
遠
賀
中
学
校
３
年
）

●
若
松
税
務
署
管
内
納
税
貯
蓄
組
合

　
連
合
会
会
長
賞

　
「
今
、
私
が
考
え
る
こ
と
」

　
宇
都
早
耶
華
（
遠
賀
中
学
校
３
年
）

ひ ぼ う



　12月２日に行わ

れ た 「 町 並 み ク リ

ー ン 作 戦 」 。 こ の

日 は 、 冬 の 冷 た い

風 が 吹 い て い ま し

たが、約60人の皆

さ ん が 参 加 し て 町

内 の ご み 拾 い を 行

いました。

　遠賀町役場をスタートした参加者の皆さんは、国道３号

線の下や西川河川敷、遠賀川駅周辺などを約１時間ほど清

掃しました。ごみの中で多いのは、タバコの吸い殻と空き缶、

ペットボトルです。特に信号機がある付近では、驚くほど

捨てられていました。

　この日集まったごみは、「もえるごみ」21袋、「もえない

ごみ」１袋、「ビン・カン類」８袋。私たち一人ひとりが日

ごろから町をきれいにする心を持って行動することで、町

は必ずきれいになりますよ。

　人生のひとつの節

目、65歳になる皆さ

んをお祝いするイベ

ント「聖人式」が、

今年から「65歳のつ

どい」に変わり、12

月２日に遠賀町ふれ

あいの里で行われま

した。

　「心」と「体」をもう一度見つめなおして、これからも生

き生きと過ごしてもらう「65歳のつどい」。当日は、63人の

皆さんが参加し、池田智鏡さん（普光寺住職）の講演「今

までの人生、これからの人生」で、今後の人生の楽しみ方

を学び、講演の最後に行われた琵琶の演奏を楽しみました。

　講演が終わると健康測定と懇親会が行われ、同級生たち

との楽しい時間を過ごしていました。特に健康測定では、

脳年齢測定に人気が集まり長蛇の列ができていました。

　皆さん、これからも元気に活躍してくださいね。

　11月30日、遠賀町

中 央 公 民 館 で 「 デ

フ・パペットシアタ

ー・ひとみ」による

フ ァ ミ リ ー 人 形 劇

「はこＢＯＸＥＳ じ

いちゃんのオルゴー

ル♪」が公演されま

した。

　「デフ・パペットシアター・ひとみ」は、ろう者（聴覚障

害者）と聴者（健聴者）が共同で作る人形劇の劇団です。

　この日の会場には、南部保育園の園児を始め、大人から

子どもまでたくさんの皆さんが訪れ、その数なんと約500人。

　劇では、戦前から現代までの生活や心の移り変わりを、

箱や人形、そして出演者が表現していきます。劇中に出て

くる道具はすべて箱で、セリフもないのですが、それぞれ

何を表しているのかが伝わってくる不思議な劇でした。

　会場では、出てきた箱が何を表しているのかわかった幼

児たちから、「せんたくき～！」「でんわ～！」など楽しそ

うな声が飛び交っていました。

　想像力が刺激させられる楽しい人形劇でした。

　12月４日、遠賀

町 中 央 公 民 館 で

「遠賀町人権講演

会」が行われまし

た。今年は安永智

美さん（北九州少

年サポートセンタ

ー係長）を講師に

招き、「問題行動の根っこ～大切なお守り～」の演題で講演

してもらいました。

　安永さんは、子どもたちが起こす問題行動について「子

どもが『まさか』の行動を行ったとき、『困った子、悪い子』

ではなく、『困っている子ども』を見るような目で見てあげ

なければなりません。そうすれば子どもたちは心の中を見

せてくれますし、自分も我が子の変化に気付くはずです。

そして、愛情と言う名の水を注いであげればきっと問題は

解決するはずです。また、『親の悲しむ顔と笑顔』を、子ど

もたちの心のお守りに入れてあげましょう」と語ってくれ

ました。

　私たち大人と子どもとの考えや気持ちの差を無くし、い

ち早く子どもの変化に気付くことが、子どもの問題行動を

無くすために必要ですね。



　冷たい風が吹いていた

11月18日、浅木小学校横

にある遠賀南学童保育ク

ラブで、学童まつりが行

われました。

　今年で15回目を迎えた

この学童まつり。今年も

たくさんの児童が集まっていました。学童まつりの初めには、

児童たちによるコンサートが行われ、歌や踊り、紙芝居が

披露されていました。コンサートが終了すると、会場では

手作りゲームや飲食店、バザーなどが行われていました。

　子どもたちの笑い声と笑顔で、会場の寒さも吹き飛ん

でいました。

　11月18日に遠賀町ふ

れあいの里で、「プレパ

パママ教室」が行われ

ました。当日は、７組

の新米パパやママたち

が参加していました。

　この日行われたのは、

沐浴練習。本物そっくりに作られた赤ちゃんの人形を抱

くと、まずその重さに驚いていました。沐浴が終わった

新米パパに感想を聞くと、「思ったよりも疲れました」と

汗をかきながら、うれしそうな顔で答えてくれました。

　もうすぐ生まれてくるかわいい赤ちゃん。パパもママ

も君たちの誕生を楽しみに待っていますよ。

　11月9日、遠賀コミュ

ニティーセンターで行わ

れた「わんぱく教室」の

テーマは、ひと足早いク

リスマス。

　幼児たちは、新聞紙で

作ったツリーを振りなが

ら、大きな声で「サンタさーん」と呼びます。するとク

リスマスの歌に合わせて大きな袋を持ったサンタクロー

スが登場。「わんぱく教室」で元気に遊んだ幼児たちのた

めにプレゼントを持って来てくれていました。

　サンタクロースは、お父さんとお母さんにもプレゼン

トを用意してくれていました。それは素敵な歌のプレゼ

ント。その歌声に、会場に集まった皆さんは、心から癒

されていたようでした。

　遠賀中学校３年生永沼桂典

君（松の本）が、１月２日か

ら近鉄花園ラグビー場（大阪

府東大阪市）で行われた「全

国ジュニア・ラグビーフット

ボール大会」に福岡県選抜ラ

グビーチームの一員として出

場しました。

　永沼君は背番号２番のフッ

カー（スクラム時に中央に位置する選手）で、かなり重要

なポジション。普段は中間市の「中鶴少年ラグビークラブ」

に所属し、毎週土曜日と日曜日に練習しています。

　永沼君に、全国大会前の意気込みを聞いてみると「今は、

大会に向けて気力と体力を付けるように練習しています。

大阪のチームがやはり強いのですが、福岡県選抜ラグビー

チームも昨年は２位になっ

ていて、今年は全国制覇目

指して頑張ります」と力強

く語ってくれました。

　中学３年生で、受験生で

もある永沼君。まさに文武

両道で活躍していました。

　12月１日、神戸

市中央体育館（神

戸市）で行われた

「第19回全日本ベ

ンチプレス選手権

大会」で、深野晴

久さん（中央）が

56kg級で135kgの

記録を出し、見事

５位入賞しました。

　深野さんは、遠

賀体育センターで

活動している「ＳＵＢＳＴＡＮＣＥ－Ｘ」のメンバーで、今

回の大会にも４人が参加していました。深野さんに感想を

聞くと「今回の結果は、みんなで練習を頑張ってきた成果

です。結果が出たときも私自身はあまり実感がなかったの

ですが、周りのみんなが喜んでくれていました。今後は３

月の県大会に向けて、チームのみんながベスト記録を出せ

るように練習して行きたいです」と笑顔で話してくれました。

　３月の県大会に向けて、チーム一丸になって練習してい

る「ＳＵＢＳＴＡＮＣＥ－Ｘ」の皆さん。良い結果を期待し

ていますよ。



※役場と遠賀町の施設へのお問い合わせ電話番号は「くらしの情報」に掲載しています。

　
我
が
家
で
は
、
ゴ
ミ
箱
の
上
に
レ
ジ

袋
を
下
げ
、「
レ
ジ
袋
に
は
プ
ラ
ゴ
ミ
、

ゴ
ミ
箱
に
は
他
の
ゴ
ミ
」
と
、
何
か
所

か
に
分
け
て
分
別
し
て
い
ま
す
。
分
別

を
し
て
い
る
と
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

包
装
や
容
器
が
感
心
す
る
ほ
ど
多
い
の

に
気
づ
き
ま
し
た
。

　
容
器
は
、
か
さ
ば
る
の
で
小
さ
く
切

っ
て
袋
の
節
約
。
包
装
紙
や
段
ボ
ー
ル

紙
系
は
、
集
団
回
収
に
出
し
、
ビ
ン
カ

ン
も
集
団
回
収
に
出
せ
る
も
の
は
、
全

て
出
し
て
い
ま
す
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や

白
色
ト
レ
イ
は
、
き
れ
い
に
洗
い
、
プ

ラ
と
キ
ャ
ッ
プ
を
取
り
除
き
、
拠
点
回

収
ボ
ッ
ク
ス
に
出
し
て
い
ま
す
。

　
生
ゴ
ミ
は
、
も
え
る
ご
み
と
し
て
出

し
て
い
ま
す
が
、
水
分
が
多
く
重
た
い

と
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
コ
ン
ポ
ス

ト
や
電
気
式
の
生
ゴ
ミ
処
理
機
の
補
助

が
あ
る
の
で
、
家
で
も
購
入
し
て
処
理

を
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
ゴ
ミ
が
出
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
分
別
は
、
慣
れ
れ
ば
わ
り
と
簡
単
で

す
。
住
民
の
皆
様
も
、
今
以
上
に
ゴ
ミ

を
分
別
し
て
、
ゴ
ミ
を
無
く
す
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ゴ
ミ
を
減
ら
す
と
、
町
は
豊
か
に
な

り
ま
す
よ
!!
　

ー 

木
村
　
隆
治



おはなし会
●と　き　毎週土曜日　午後２時30分～３時

●ところ　おはなしの部屋

※読書ボランティアの人や図書館員がお話をします。

郷土資料が新しく加わりました
　２冊の郷土資料が、新しく蔵書に加わりました。

大変貴重な資料ですので貸出はできませんが、図書

館内では自由に閲覧することができます。

　ふるさと薩摩から、

入輿、大奥、幕末動乱、

そして明治へと移り変

わるまで。天璋院篤姫

の波乱の生涯。

　善悪ってなに？医学

部合格の太鼓判を押さ

れている少女が始めた

「悪魔の実験」。それ

は母親にタリウムを飲

ませることだった。

　犬の散歩をひきうけ

て出入りするようになっ

た家で出会った不思議

な男の子。なんだかち

ぐはぐなのに、響きあ

う心と心…。

　小学校時代からの幼

なじみの76歳。ヒマで

元気な６人が、誰が一

番長生きするかを賭け

ることに。笑えて切な

いファンタジー。

　「神さまのことを火水

さまとも書くんです。」

みやこ暮らしを満喫す

る著者が、四季折々に美

しく変化する古都の魅

力を綴る。

　朝、ひょうが起き

ると自慢のはんてん

がない。はんてんを

探すうちにひょうは

いいことを思いつき

ました。



●
と
き

　
１
月
15
日
（
火
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
ふ
れ
あ
い
の
里
　
研
修
棟

●
対
象

　
生
後
２
か
月
〜
１
歳
未
満
児

●
内
容

　
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
身
体
計
測
、

　
保
健
師
に
よ
る
育
児
相
談

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
母
子
健
康
手
帳
、
バ
ス
タ
オ
ル

●
費
用
　
無
料
　

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

●
と
き

　
１
月
17
日
（
木
）

﹇
受
付
﹈

　
午
前
９
時
30
分
〜
10
時

●
と
こ
ろ

　
ふ
れ
あ
い
の
里
　
研
修
棟

●
対
象

　
１
歳
〜
就
学
前
の
幼
児

●
内
容

　
保
育
士
と
の
親
子
遊
び
、
幼
児
マ
ッ

　
サ
ー
ジ
、
臨
床
心
理
士
に
よ
る
言
葉

　
や
こ
こ
ろ
の
発
達
相
談

※
相
談
は
予
約
が
必
要
で
す
。

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
弱
っ
た
乳
歯
を
早
め
に
見
つ
け
て
、

歯
み
が
き
や
お
や
つ
の
工
夫
な
ど
で
、

元
気
な
乳
歯
を
と
り
も
ど
し
ま
し
ょ
う
。

●
と
き

　
１
月
22
日
（
火
）

﹇
受
付
﹈

　
▽
前
半
　
午
後
１
時
〜
１
時
10
分

　
▽
後
半
　
午
後
１
時
30
分
〜
１
時
40
分

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

●
対
象

　
▽
初
回
の
人

　
　
平
成
17
年
10
月
か
ら
12
月
ま
で
に

　
　
生
ま
れ
た
幼
児
（
２
歳
１
か
月
〜

　
　
２
歳
３
か
月
）

　
▽
前
回
欠
席
者
と
２
回
目
、
３
回
目

　
　
の
人

●
内
容

　
歯
科
集
団
指
導
、
歯
科
健
診
、
フ
ッ

　
素
塗
布
（
希
望
者
）、
育
児
相
談
（
希

　
望
者
）

●
持
っ
て
く
る
も
の

　
母
子
健
康
手
帳
、
タ
オ
ル
、
（
フ
ッ

　
素
塗
布
が
２
回
目
以
降
の
人
は
歯
ブ

　
ラ
シ
）

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
　
健
康
対
策
係

　
申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し
い
内
容

は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
と
き

　
▽
甲
種
防
火
管
理
者
新
規
講
習

　
　
２
月
６
日
（
水
）、
７
日
（
木
）

　
▽
乙
種
防
火
管
理
講
習



　
　
２
月
６
日
（
水
）

●
と
こ
ろ

　
遠
賀
郡
消
防
本
部

●
対
象

　
▽
防
火
管
理
を
必
要
と
す
る
事
業
所

　
　
の
関
係
者

　
▽
業
務
上
防
火
管
理
の
知
識
が
必
要

　
　
な
人

●
定
員

　
50
人
（
先
着
順
）

●
費
用

　
▽
甲
種
防
火
管
理
者
新
規
講
習

　
　
３，
９
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

　
▽
乙
種
防
火
管
理
講
習

　
　
２，
２
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

●
締
め
切
り

　
２
月
１
日
（
金
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
遠
賀
郡
消
防
本
部
予
防
課

　
☎
（
２
９
３
）
８
１
２
５

　
採
用
さ
れ
る
と
、
特
別
国
家
公
務
員

と
し
て
防
衛
技
官
に
任
命
さ
れ
、
自
衛

隊
員
と
し
て
の
義
務
・
制
約
な
ど
自
衛

隊
法
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

●
試
験
日

　
２
月
８
日
（
金
）
（
予
定
）

●
と
こ
ろ

　
航
空
自
衛
隊
芦
屋
基
地
（
芦
屋
町
大

　
字
芦
屋
）

●
定
員
　
１
人

●
対
象
（
平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
）

　
看
護
師
免
許
を
持
っ
て
い
る
59
歳
以

　
下
の
人

●
勤
務
時
間

　
午
前
８
時
〜
午
後
５
時

●
給
与

　
国
家
公
務
員
に
準
じ
ま
す

●
申
し
込
み
受
付
期
間

　
１
月
23
日
（
水
）
〜
31
日
（
木
）

※
１
月
31
日
（
木
）
は
、
午
後
５
時
（
必

　
着
）
ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
航
空
自
衛
隊
芦
屋
基
地
内

　
第
３
術
科
学
校
　
総
務
課
人
事
班

　
☎
０
９
３
（
２
２
３
）
０
９
８
１

●
と
き
　

　
１
月
25
日
（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

﹇
受
付
﹈

　
午
後
０
時
50
分
〜

●
と
こ
ろ

　
水
巻
町
い
き
い
き
ほ
ー
る

　
（
水
巻
町
頃
末
南
）

●
内
容
　
　

　
▽
テ
ー
マ
　
無
煙
環
境
を
整
え
る

　
▽
基
調
講
演
「
受
動
喫
煙
の
な
い
社

　
　
会
の
実
現
の
た
め
に
」

　
　
講
師
　
大
和
浩
さ
ん

　
　
（
産
業
医
科
大
学

　
　
　
産
業
生
態
科
学
研
究
所
　
教
授
）

　
▽
遠
賀
中
間
管
内
の
た
ば
こ
対
策
に

　
　
取
り
組
む
住
民
代
表
、
学
校
関
係

　
　
者
、
北
九
州
タ
ク
シ
ー
協
会
、
禁

　
　
煙
の
飲
食
店
主
に
よ
る
パ
ネ
ル
討
議

●
問
い
合
わ
せ

　
福
岡
県
遠
賀
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

　
（
遠
賀
保
健
所
）
健
康
対
策
課
　

　
☎
０
９
３
（
２
０
１
）
４
１
６
４

●と　き

　２月20日（水）から３月14日（金）までの毎週水・金曜日

　午後７時～午後９時　

●ところ

　ふれあいの里センター

●対　象　

　町内在住・在勤の18歳以上の人で、

　ワードとエクセルの基本操作ができる人

●定　員　10人

※希望者多数の場合は、抽選になります。

●内　容

　家計簿の作成、ローン計算など

●費　用

　１，５００円（テキスト代含む）

●申し込み方法　

　往復はがきで申し込みください

　①往信用はがきの裏には、住所・氏名（フリガナ）・年齢・

　　郵便番号・電話番号および「パソコン教室受講希望」

　　と朱書してください。

　②返信用はがきには、必ず表に住所・氏名・郵便番号を

　　記入してください。

※１人１枚のみ応募できます。

●締め切り　

　２月１日（金）（必着）

●申し込み・問い合わせ

　〒８１１－４３９２　遠賀町大字今古賀５１３番地

　遠賀町中央公民館事務室



●
と
き

　
１
月
16
日
（
水
）
、
23
日
（
水
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時
35
分

●
と
こ
ろ

　
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校

　
（
戸
畑
区
東
大
谷
）

●
対
象

　
ど
な
た
で
も
可

●
そ
の
他

　
事
前
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
戸
畑
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
３
（
８
８
２
）
４
３
０
６

　http://w
w

w
5.ocn.ne.jp/̃tobata/

　
施
設
や
訓
練
内
容
を
把
握
し
て
も
ら

う
た
め
、
体
験
教
室
と
校
内
見
学
会
を

実
施
し
ま
す
。

●
と
き

　
１
月
18
日
（
金
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
と
こ
ろ

　
小
倉
高
等
技
術
専
門
校

　
（
小
倉
南
区
横
代
東
町
）

●
内
容

　
訓
練
生
の
作
品
展
示
、
体
験
教
室
、

　
校
内
見
学

●
対
象

　
離
転
職
者
と
学
生

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ

　
小
倉
高
等
技
術
専
門
校

　
☎
０
９
３
（
９
６
１
）
４
０
０
２

●
と
き

　
３
月
11
日
（
火
）
〜
14
日
（
金
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
45
分

●
と
こ
ろ

　
飯
塚
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

　
（
飯
塚
市
川
津
）

●
対
象

　
母
子
家
庭
の
母
ま
た
は
寡
婦
で
母
子

　
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
に
求
職
登
録
し
て
い
る
人

●
費
用
　
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
と
し
て
、３，
０
０
０

　
円
程
度
は
必
要
で
す
。

●
定
員
　
10
人

●
締
め
切
り

　
２
月
１
日
（
金
）
（
必
着
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
福
岡
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

　
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
２
（
５
８
４
）
３
９
３
１

　
職
場
の
い
じ
め
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

な
ど
の
労
働
相
談
に
、
福
岡
県
北
九
州

労
働
福
祉
事
務
所
職
員
が
応
じ
ま
す
。

●
と
き

　
▽
１
月
21
日
（
月
）

　
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
15
分

　
▽
１
月
22
日
（
火
）

　
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
15
分

　
▽
１
月
23
日
（
水
）

　
　
午
前
９
時
〜
午
後
８
時

※
１
月
22
日
（
火
）
は
、
必
要
に
応
じ

　福岡県社会福祉協議会では、福祉の職場を希望する人、

福祉に関心がある人などを対象に、「福祉の職場　合同就

職面談会」を開催します。求人情報がある福祉施設などが

参加し、個別に面談を行います。

　そのほか、福祉に関する資格や就職相談などを行います。

●と　き　２月１日（金）午前10時30分～午後４時

［受　付］　午前10時～午後３時

●ところ　クローバープラザ（春日市原町）

●対　象

　社会福祉施設などへの就職希望者と平成20年３月末卒業

　予定の学生

●内　容　

　▽福祉施設などと求職者との就職面談コーナー

　▽福祉関係資格相談コーナー

　▽求職相談コーナー

　▽母子家庭など求職相談コーナー

　▽授産施設（SELP）商品の展示販売コーナー

※面談を希望する人は、履歴書を複数用意してください。

●費　用　無料

●その他

　生後５か月から就学前までの託児があります

※１月18日（金）までに予約してください。

●託児予約・問い合わせ

　福岡県社会福祉協議会　人材・情報課

　☎０９２（５８４）３３１０



　
て
弁
護
士
に
よ
る
相
談
が
あ
り
ま
す
。

●
と
こ
ろ

　
北
九
州
労
働
福
祉
事
務
所

　
（
小
倉
北
区
城
内
）

●
内
容

　
面
接
相
談
、
電
話
相
談

●
費
用
　
無
料

●
問
い
合
わ
せ

　
北
九
州
労
働
福
祉
事
務
所

　
☎
０
９
３
（
５
９
２
）
３
５
１
６

●
と
き

　
１
月
26
日
（
土
）

　
午
後
６
時
〜

※
開
場
は
午
後
５
時
30
分
か
ら
で
す
。

●
と
こ
ろ

　
福
岡
市
民
会
館
（
中
央
区
天
神
）

●
費
用
　
　
６
０
０
円

　
前
売
り
　
５
０
０
円

※
小
学
生
以
下
は
無
料
で
す
が
、
当
日

　
整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
向
井
さ
ん

　
☎
０
９
０
（
１
１
８
０
）
４
９
４
６

　独立行政法人平和祈念事業特別基金では、次

の皆さんに内閣総理大臣名の特別慰労品を贈呈

しています。過去に内閣総理大臣名の書状など

を受けた人、書状を受ける資格があったにもか

かわらず請求していない人も対象になります。

●対象

　▽旧軍人などで恩給などを受けていない恩給

　　欠格者

　▽戦後強制抑留者

　▽外地などからの引揚者本人

※請求書類は、役場福祉課民生児童係にあります。

●請求期限

　平成21年3月31日（火）

●請求書送付・問い合わせ

　〒１６２－８６７２

　東京都新宿区若松町19番１号

　独立行政法人平和祈念事業特別基金

　☎０１２０（２３４）９３３

　「写真・パネル展」最終日の12月16日（日）、

当日の利用団体への周知指導が徹底できてお

らず、パネルが撤去されために展示ができま

せんでした。皆さんにご迷惑をおかけしたこ

とを深くお詫びします。

●問い合わせ　人権係




